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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注） １．第95期、第96期については連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等における主要な経営

指標等の推移については、記載しておりません。また、第97期においては、貸借対照表のみが連結対象であ

るため、該当項目のみを記載しております。 

       なお、第95期から第97期については、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失及びキャッシュ・フ

ロー関係の経営指標を、提出会社の経営指標等における記載対象としております。 

 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第93期はストックオプション制度に基づく新株引

受権残高があり、転換社債を発行しておりますが当期純損失のため記載しておりません。  

第94期は新株予約権付社債の残高がありますが、当期純損失のため記載しておりません。 

 ４．第94期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の

算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。 

回次 第93期 第94期 第95期 第96期 第97期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

(1）連結経営指標等      

売上高 （千円） 1,129,242 704,703 － － － 

経常損失 （千円） 101,601 693,148 － － － 

当期純損失 （千円） 2,805,625 1,899,950 － － － 

純資産額 （千円） 2,286,495 793,965 － － 4,534,269 

総資産額 （千円） 2,982,844 1,213,370 － － 6,379,874 

１株当たり純資産額 （円） 32.05 5.31 － － 17.33 

１株当たり当期純損

失 
（円） 55.13 22.55 － － － 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 76.7 65.4 － － 71.1 

自己資本利益率 （％） △113.5 △123.4 － － － 

株価収益率 （倍） △0.5 △0.3 － － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △74,179 △153,437 － － － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △2,268,880 △440,537 － － － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 2,299,612 583,305 － － － 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 101,166 90,497 － － 360,119 

従業員数 

［外、平均臨時雇用

者数］ 

（名） 
30 

[8] 

24 

[8] 

－ 

[－] 

－ 

[－] 

18 

[9] 



 （注） １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ２．持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失につきましては、第94期以前は連結財務諸表を作成してい

たため記載しておりません。また、第95期以降は持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失は生じてお

りません。 

 ３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第93期はストックオプション制度に基づく新株引

受権残高があり、転換社債を発行しておりますが当期純損失のため記載しておりません。 

  第94期は新株予約権付社債の残高がありますが、当期純損失のため記載しておりません。 

  第95期から第97期は新株予約権等の残高がありますが、当期純損失のため記載しておりません。 

回次 第93期 第94期 第95期 第96期 第97期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 （千円） 1,129,242 704,703 641,474 658,222 629,802 

経常損失 （千円） 101,601 249,823 151,493 160,516 323,303 

当期純損失 （千円） 2,464,591 2,240,984 693,332 250,554 389,666 

持分法を適用した場

合の投資利益又は投

資損失 

（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 6,753,092 7,126,901 7,186,901 442,723 1,619,200 

発行済株式総数 （株） 71,344,008 149,559,108 166,701,964 195,064,111 261,634,827 

純資産額 （千円） 2,296,890 793,965 223,973 413,553 2,375,749 

総資産額 （千円） 2,993,239 1,213,370 538,513 675,715 2,736,874 

１株当たり純資産額 （円） 32.19 5.31 1.34 2.12 9.08 

１株当たり配当額 

（１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

１株当たり当期純損

失 
（円） 48.42 26.59 4.16 1.43 1.97 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 76.7 65.4 41.6 61.2 86.8 

自己資本利益率 （％） △98.3 △145.0 △136.2 △78.6 △27.9 

株価収益率 （倍） △0.6 △0.3 △4.8 △10.4 △20.3 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △129,667 △171,733 △242,831 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 28,532 2,796 △2,022,278 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 49,955 395,606 2,356,241 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） － － 39,318 265,988 357,119 

従業員数 

［外、平均臨時雇用

者数］ 

（名） 
30 

[8] 

24 

[8] 

17 

[9] 

17 

[9] 

18 

[9] 



 ４．第94期から1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の

算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。 

 ５．当社は、キャッシュ・フロー計算書を第95期より作成しているため、第94期以前の営業活動によるキャッ

シュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローならびに現金及び

現金同等物の期末残高については記載しておりません。 



２【沿革】 

大正４年10月 創業者森新治郎は、「森新治郎商店」を創立、照明器具の製造並びに販売を開始。 

大正10年４月 大田区大森に工場を新設。 

昭和10年12月 森電機株式会社に改組。 

昭和21年８月 戦後資本金100万円で生産再開。 

昭和36年10月 東京証券取引所市場第二部に上場。資本金を95,000千円に増資。 

昭和45年３月 オールステンレス製防爆型照明器具（日．米特許）を開発。 

昭和53年４月 日本石油化学株式会社との共同開発による防爆型構内車を発売。日本発明振興会「発明功労

賞」を受賞。 

昭和58年６月 電子情報機器業界への進出を図り、イ・アイ・イ株式会社と業務提携。 

昭和59年６月 電設資材部を新設。レースウェイ、ケーブルラック等電気工事材の製造並びに販売を開始。 

昭和59年10月 ハードディスク業界への進出決定に伴い米国グラハムマグネティック社と提携。 

昭和60年３月 ハードディスク工場の建設を開始。 

昭和62年５月 日新興業株式会社を吸収合併。 

平成５年３月 文化シヤッター㈱への第三者割当増資により資本金3,597,600千円に増資。 

平成６年４月 栃木県小山市にケーブルラック等電気工事材の生産工場を新設。 

平成６年12月 照明工場を栃木県小山市に移転。 

本社を東京都大田区大森地区から大田区蒲田地区に移転。 

平成８年12月 新田鐘大氏への第三者割当増資により資本金3,894,000千円に増資。 

平成９年１月 私募による米ドル建転換社債15百万米ドルを発行。 

平成９年５月 ファー・イースト・オーガニゼーション・ファイナンス（インターナショナル）リミテッド

への第三者割当増資により資本金5,341,792千円に増資。 

エクセス・ウイン・インターナショナル・リミテッド株式を取得して子会社とし、中華人民

共和国での不動産事業に進出。 

平成10年１月 本社を東京都大田区蒲田地区から現在地に移転。 

平成10年10月 小山市の電設工場を小山工場に統合。 

平成11年３月 エクセス・ウイン・インターナショナル・リミテッド株式を売却し、新たにリーガル・ゴー

ルド・インダストリーズ・リミテッド株式を取得して子会社とし、マレーシアでの不動産事

業に進出。 

平成13年10月 情報通信関連事業を強化する目的で株式会社アイフェイスの株式及び新株引受権取得と資本

業務提携。 

アスコット・ホライズン社株式を取得して子会社とした。 

平成14年８月 株式会社グッドコック株式及び転換社債型新株予約権付社債の取得。 

平成14年９月 産業用照明器具を強化する目的で、防爆照明器具メーカーである伊東電機株式会社と業務提

携。 

平成14年９月 アスコット・ホライズン社及びリーガル・ゴールド・インダストリーズ社の株式をすべて売

却し、海外不動産事業から撤退した。 

平成17年３月 アイフェイス社との業務提携を解消し、同社の株式をすべて売却。 

平成18年３月 ㈱サクラダの事業再生計画の支援を行うため、サクラダ・ホールディングス有限責任中間法

人が営業者となり当社が単独で匿名組合出資する匿名組合を通じて、株式会社サクラダに出

資。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社（森電機株式会社）、連結対象会社１社及び持分法非適用関連会社1社で構成され、電機事

業をベースに商品の製造・販売を主体とする事業活動と、事業再生投資を主な内容とする事業活動を展開しておりま

す。 

  

 当該事業の関わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであります。 

  

電機事業…………… 当社の製品は、産業用照明器具群、制御機器群、電気工事材群から構成されており、産業用

照明器具群と電気工事材群は、各地区の代行店及び代理店を通じて販売しております。制御機

器群は、主としてＯＥＭ商品、特定ユーザー向商品として販売をしております。 

投資事業…………… 下記の通り、㈱グッドコックによるレストラン事業及び匿名組合出資を通じた事業再生投資

を行っております。 

 当社グループを図示すると次のとおりとなります。 

  



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社は次のとおりであります。 

 （注）１．当社と同社には資本的・人的関係はありませんが、当社は㈱サクラダの事業再生計画の支援を行うため、同

社を営業者とする匿名組合に対し当社が単独で匿名組合出資を行い、㈱サクラダに出資しております。この

ため、同社を営業者とする匿名組合の権利義務及び損益等のリスクを実質的に当社が負担していると認めら

れるため、当社の実態をより正確に財務諸表に反映させるべく、同社を連結対象会社としたものでありま

す。 

２．平成18年3月末時点で、㈱サクラダのA種優先株式4,000万株を保有しております。 

(2）関連会社は次のとおりであります。 

 （注）所有割合は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。 

(3）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、当社従業員のみをもって組織とする単一組合であります。同組合は上部団体として、「全国

金属機械労働組合」に加盟しております。 

 平成18年３月31日現在組合員数は７名で、労使関係は極めて円満に維持されております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

 サクラダ・ホール

ディングス有限責任

中間法人 

 東京都 

 千代田区 
3 

 匿名組合の営業

者 
― 

 当社が単独で出

資する匿名組合の

営業者でありま

す。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

 （％） 
関係内容 

 ㈱グッドコック 
 東京都 

 渋谷区 
20  飲食業 19.0 

 営業上の取引は

ありません。 

 役員の兼任はあ

りません。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

電機事業 
11

(9)
  

投資事業 2   

全社（共通） 5   

合計 
18

(9)
  

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

18 

(9) 
41.3 12.8 3,237 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 当社の連結対象会社の支配権獲得日が連結会計期間末日となるため当連結会計年度は貸借対照表のみの連結対象と

なり、連結損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。従って連結経営成績及びキャッシュ・

フローの記載に代え提出会社の経営成績及びキャッシュ・フローについて記載しております。 

(1）業績 

 現在のわが国経済は、着実な景気回復期にあります。輸出や生産は増加を続け、企業収益が高水準で推移し、設

備投資は引き続き増加を示しております。雇用者所得は緩やかな増加を続け、個人消費も増加基調にあり、住宅投

資も強含みとなっています。 

 他方、当社を取り巻く環境におきましては、上述の民間設備投資の増加はあるものの、公共投資の削減で官需は

低迷し、市場規模の小さい当業界の中での受注競争の一層の激化、原油高からの材料費上昇など、厳しい状況が続

いております。 

 このような状況の中で、当事業年度の売上高は前年比4.3％減の6億2千9百万円となりました。製品群別の概況

は、産業用照明器具群が前年比9.4%減の4億5千3百万円、電気工事材群が前年比12.9%減の4百万円、制御機器群が

前年比12.8%増の1億7千2百万円となりました。同業他社の低価格攻勢により、売上高は前年を下回りましたが、選

別受注・販売の更なる徹底を図ったことで売上総利益1億6千2百万円となり、粗利25％を確保しました。 

 しかしながら、損益面では、主として人件費、増資関係諸費用及び再生事業投資に対する先行諸経費の計上等に

より経費が大幅に増加したことにより、損失が拡大しました。また、本年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」が適用された影響もあり、営業損失は3億9百万円（前期営業損失1億6千5百万円）、経常損失は3億2千3百万円

（前期経常損失1億6千万円）、当期純損失3億8千9百万円（前期純損失2億5千万円）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ9千1百万円増加し3億5千7百万円となりまし

た。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、2億4千2百万円の収支マイナスとなりました。これは、粗利益率改善と経費削減

に努めたものの黒字化に至らず、3億9百万円の営業損失を計上したことが主な要因であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、20億2千2百万円の収支マイナスとなりました。これは、主に再生事業投資として

行われた匿名組合出資20億円により、投資有価証券を取得したことが主な要因であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、23億5千6百万円収支プラスとなりました。これは、新株13億2千万円の発行およ

び新株予約権付社債１０億円の発行などによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社の連結対象会社の支配権獲得日が連結会計期間末日となるため当連結会計年度は貸借対照表のみの連結対象と

なり、連結損益計算書は作成しておりません。そのため、以下には当社の生産、受注及び販売の状況について記載し

ております。 

(1）生産実績 

 当事業年度の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当事業年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (3）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格に基づいております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。 

    （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電機事業 

産業用照明器具群 443,499 △4.7 

電気工事材群 4,447 △10.4 

制御機器群 53,773 △6.8 

合計 501,720 △5.0 

事業部門の名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

電機事業 

産業用照明器具群 492,514 △1.2 70,761 125.8 

電気工事材群 4,412 △15.7 13 △91.0 

制御機器群 194,508 21.1 33,531 199.7 

合計 691,434 4.1 104,305 144.4 

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

電機事業 

産業用照明器具群 453,094 △9.4 

電気工事材群 4,543 △12.9 

制御機器群 172,164 12.8 

合計 629,802 △4.3 

相手先 

前事業年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱タイワデンキ 82,795 12.5 75,504 12.0 



３【対処すべき課題】 

 民間設備投資が復調を示す一方、公共投資の削減は一層顕著となり、官需低迷で同業他社との間で価格競争が一層

激しさを増す環境下、当社グループは次の課題に最優先で取組んでまいります。 

   ①産業用照明器具群の受注の強化と、制御機器群の新規受注による収益基盤の拡大を図る。 

   ②生産効率の改善を推進し、生産性のアップを図る。 

   ③事業再生投資を今後も一層積極的に行い、収益基盤の強化を推進する。 

   ④業績の回復を目指し復配を実現する。 

４【事業等のリスク】 

  本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

 （1） 経営成績の低迷     

当社グループの主要部門であります電機事業につきましては、市場規模の小さい業界の中で受注競争の激化

が引続き繰り返され、極めて厳しい状況にあります。今後も引き続き公共投資の抑制が見込まれる中、同業他

社の低価格攻勢の影響を受けて、売上高が減少し、営業損失が継続的に発生する状態が続いております。 

このような状況の中、当社グループは財務基盤の強化及び営業損失の軽減化により事業リスクを低減するた

めに現業の一層の強化を図り、当社グループが発展していくためのノウハウを蓄積した投資事業を今後も継続

して行い、業績拡大に寄与するように努力して、当該リスクを回避できるように最善を尽くしてまいります。

  （2） キャッシュ・フローの状況とリスク 

当社グループの当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は3億6千万円と、単体ベースでの前会計

年度末の2億6千5百万円に比し、大幅な改善を見ております。これは、新株予約権並びに新株予約権付社債の

発行に伴って、財務活動によるキャッシュ・フローが増加したためであります。 

  

 （3） 事業再生投資のリスク 

当社グループは、事業再生投資の一環として、株式会社サクラダに対して匿名組合を通じた出資を行ってお

りますが、この出資について投下資金が回収できなくなるリスクが存在しております。同社の子会社によって

行われる投資活動については、その案件審査を担う委員会を同社並びに当社選任の委員で構成することとし、

投資候補先の選定に細心の注意を払い、投資目的の達成のための管理に万全を期すこととしております。 

５【経営上の重要な契約等】 

 当社は㈱サクラダの事業再生計画の支援を行うため、匿名組合出資を通じてスポンサーに就任することに関し、㈱

サクラダ、サクラダ・ホールディング有限責任中間法人及びサクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人との間

で、平成18年1月20日に「スポンサー契約」を締結いたしました。 

 なお、この契約に基づく履行は、平成18年2月24日の㈱サクラダの臨時株主総会で承認を得ております。その内容

は、以下の通りです。 

（１）当社がサクラダ・ホールディング有限責任中間法人を営業者とする匿名組合に対して総額25億円を出資し、サ

   クラダが発行するの優先株式を取得し、㈱サクラダの財務基盤の強化を行う。 

（２）サクラダ・バイアウトファンド有限責任中間法人が新株予約権30億円を引受ける。 

６【研究開発活動】 

当社の連結対象会社の支配権獲得日が連結会計期間末日となるため当連結会計年度は貸借対照表のみの連結と

なり、連結損益計算書は作成しておりません。そのため、以下には当社の研究活動について記載しております。

  

当期における研究開発費は、産業用照明器群の新型標識灯の開発及びテレビカメラ用旋回装置の試作代が主な費

用で、その他改善改良費を含めて1,907千円となっております。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して

おります。連結財務諸表の作成に際しましては、連結会計年度末における資産・負債の報告数値及び連結会計期

間における収益・費用の金額に影響を与える重要な会計方針及び各種引当金等の見積り方法（計上基準）につき

ましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」に記載の通りであります。 

（２）当会計年度の経営成績の分析 

①概要 

当社の連結対象会社の支配権獲得日が連結会計期間末日となるため、当期は貸借対照表のみの連結となり、連結

損益計算書は作成しておりません。従って連結経営成績の記載に替え提出会社の経営成績について記載しておりま

す。 

  現在のわが国経済は、着実な景気回復期にあります。輸出や生産は増加を続け、企業収益が高水準で推移し、設

備投資は引き続き増加を示しております。雇用者所得は緩やかな増加を続け、個人消費も増加基調にあり、住宅投

資も強含みとなっています。 

  他方、当社を取り巻く環境におきましては、上述の民間設備投資の増加はあるものの、公共投資の削減で官需は

低迷し、市場規模の小さい当業界の中での受注競争の一層の激化、原油高からの材料費上昇など、厳しい状況が続

いております。 

  

②売上高 

このような状況の中で、当事業年度の売上高は前年比4.3％減の6億2千9百万円となりました。製品群別の概況

は、産業用照明器具群が前年比9.4%減の4億5千3百万円、電気工事材群が前年比12.9%減の4百万円、制御機器群が

前年比12.8%増の1億7千2百万円となりました。これは、同業他社の低価格攻勢の影響によるものと考えられます。

  

③売上総利益 

売上総利益につきましては、前年比0.5%増の1億6千2百万円となりました。前述の通り、売上高は前年比減少し

ておりますが、選別受注・販売の更なる徹底を図ったことにより、粗利25％を確保し、ほぼ横這いながら売上総利

益は前年比微増となりました。 

 ④営業損失、経常損失及び当期純損失 

営業損失につきましては、3億9百万円（前期営業損失1億6千5百万円）、経常損失につきましては3億2千3百万円

（前期経常損失1億6千万円）、当期純損失につきましては3億8千9百万円（前期純損失2億5千万円）となりまし

た。これは、主として人件費、増資関係諸費用及び再生事業投資に対する先行諸経費の計上等により経費が大幅

に増加したこと、また、本年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が適用された影響もあり、損失が拡大し

たものです。 

  

（３）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ４ 事業等のリス

ク 」の通りであります。 

  

(４）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フロー計算書の作成は単体ベースとなっておりますが、当該年度における現金及び現金同等物の残

高は3億5千7百万円と、前年度末の2億6千5百万円に比し、大幅な改善を見ております。これは、新株予約権並びに

新株予約権付社債の発行に伴って、財務活動によるキャッシュ・フローが増加したためであります。詳細につきま

しては、「第２ 事業の状況  １ 業績等の概況  （２）キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。

  

②資金の需要および調達 

当連結会計年度においては、㈱サクラダの事業再生支援に係る匿名組合への出資（実行済20億円）および運転資

金として、23億5千余万円を新株予約権および新株予約権付社債の発行により調達しております。現状、当面の運

転資金については十分な余裕を持っておりますが、新たな投資案件等での必要資金については、適宜機動的な調達

を図る所存です。 



（５）経営戦略の現状と見通し 

当社グループは、伝統的な主要事業である電機部門と、新規事業たる事業再生投資部門から構成されておりま

す。 

  電機部門におきましては、前述の通り、市場規模の拡大に制約がある中、官公分野での一層の投資抑制が見込

まれ、受注競争は激化の一途にあります。近年の受注・生産体制の見直しにより売上における利鞘確保は整った

ものの、販売費および一般管理費等、固定費部門の割合は未だ大きく、営業損失が継続的発生する状況にありま

す。 

  このような中、当社グループは現業部門の強化に努めつつ、これまでノウハウを蓄積してきた投資事業に引き

続き経営資源を投入し、業績拡大を図ってまいります。 

  具体的には、事業再生投資の一環として、㈱サクラダに対して匿名組合を通じた出資を行っておりますが、同

社子会社の行う投資活動については、その案件審査を担う委員会を同社並びに当社選任の委員で構成、投資候補

先の選定に細心の注意を払って、投資目的の達成のための管理に万全を期した上、適宜タイミングで出資果実の

一部回収を行う等、利益の実現を図る所存です。 

  



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

   該当事項はありません。 

   また、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。  

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 当社における主要な設備は、次のとおりであります。 

 （注）１．上記中［ ］内は、賃借設備であり、内書で表示しております。 

２．従業員数の（ ）内は、臨時従業員数を外書しております。 

(2）国内子会社 

        国内子会社に重要な設備はありません。 

  

(3）在外子会社 

     該当事項はありません。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

 平成18年３月31日現在

事業所名 
事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数
（名） 

建物 
機械装置及
び運搬具 

工具器具
及び備品 

土地 
（面積㎡） 

合計 

本社事務所 

（東京都港区） 
 電機事業 

統括及び販売業

務施設 

― 

[0] 
3,964 ― ― 3,964 11 

小山工場 

（栃木県小山市） 
 電機事業 生産設備 

― 

[0] 
― ― ― ― 7 

厚生施設等 

（東京都大田区他） 
― その他の設備 

2,197 

[105] 
― ― 

20,858 

(221.17) 
23,055 ― 

合計 ― ― 
2,197 

[105] 
3,964 ― 

20,858 

(221.17) 
27,020 

18 

(9) 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 1．平成18年６月29日の定時株主総会において定款の変更が行われ、会社が発行する株式の総数は450,000,000

株の増加し、発行可能株式総数1,040,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注） 1.「提出日現在発行数」には、平成18年６月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 590,000,000 

計 590,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 261,634,827 261,634,827 
東京証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 261,634,827 261,634,827 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成14年６月27日定時株主総会決議 

 （注）１ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式数は分割または併合の比率に応

じ、次の算定により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権

利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合はこれを切り捨てるものとします。 

２ 払込金額は、株式の分割または併合が行われる場合、分割または併合の比率に応じ次の算式により調整され

るものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切上げます。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）または

自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げます。 

３ ア 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社ならびに当社関連会社の取締役、監査

役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合はこの限りではありません。 

イ 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとします。 

ただし、例外として取締役会の承認を条件として、新株予約権を譲渡することができます。 

ウ 権利行使期間中に死亡した割当てを受けた者の相続人は、１名に限り権利を承継することができます。

ただし、再承継はできません。 

エ その他の権利行使の条件については、平成14年６月27日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」

で定めるところによります。 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 14,822 14,822 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
14,822,000 

 （注）１ 

14,822,000 

 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり23 

（注）２ 

１株当たり23 

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成14年７月15日から 

平成24年５月31日まで 

平成14年７月15日から 

平成24年５月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      23 

資本組入額     12 

発行価格      23 

資本組入額     12 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲度に関する事項 （注）３ （注）３ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

    

既発行株式数 ＋
新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
新株式発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



 旧商法第２８０条ノ２０の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

  ②平成17年12月20日取締役会決議 

 （注）１ 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じ

た額とする。 

 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式

を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式１株あたりの払込

金額（以下「行使価額」という。）は、当初、54円（以下「当初行使価額」という。）とする。 

２ 第3項に従い、行使価額の調整がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整される。但し、１株 

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額とする。 

３ 行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普

通株式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又

は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行

使による場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当社の発

行済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４ 本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われ

た日において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、株

式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、決定

日が取引日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）

の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。以下「決

定日価額」という。）に修正（以下、修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、

かかる算出の結果、修正後行使価額が81円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受け

る。）を上回ることとなる場合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が27円（以下

「下限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使

価額は下限行使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使

価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 4.2282 4.2282 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 782,999 782,999 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり35.10（注）1,3,4 １株当たり29.90（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 
平成18年2月14日から 

平成22年2月10日まで 

平成18年2月14日から 

平成22年2月10日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      35.10 

資本組入額     17.55 

発行価格      29.90 

資本組入額     14.95 

新株予約権の行使の条件 一括行使のほか部分行使ができる 一括行使のほか部分行使ができる 

新株予約権の譲度に関する事項 当社取締役会の承認を要す 当社取締役会の承認を要す 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価

額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



 旧商法第２８０条ノ２０の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

 ③平成18年3月7日取締役会決議 

 （注）１ 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、10,000,000円とする。本新株予約権の行使により当

社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の

発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初、42円とする。 

２ 第3項又は第4項に従い、行使価額の調整又は修正がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整さ

れる。但し、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額又は第4項に定める行使価額及び修正後行使価額とする。 

３ 行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普

通株式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又

は行使による場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当

社の発行済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４ 本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われ

た日において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。（以下「時価算定期

間」という。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表

示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げ

る。）に修正（以下、修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の 

結果、修正後行使価額が63円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を上回

ることとなる場合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が21円（以下「下限行使価

額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行

使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本

新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

５ 新株予約権の目的となる株式数は、行使請求に際して払込をなすべき額（10,000,000円/個）を行使価格

（事業年度末現在および提出日の前月末現在）で除して得られる最大整数とする。 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 31 31 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
8,831,908 

         （注）2,5 

10,367,892 

         （注）2,5 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり35.10（注）1,3,4 １株当たり29.90（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 
平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    35.80 

資本組入額   17.90  

発行価格    30.50 

資本組入額   15.25  

新株予約権の行使の条件 
新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権の譲度に関する事項 当社取締役会の承認を要す 当社取締役会の承認を要す 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価

額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



 旧商法第２８０条ノ２０の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

  ④平成18年3月30日取締役会決議 

 （注）１ 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、10,000,000円とする。本新株予約権の行使により当

社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の

発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初、42円とする。 

２ 第3項又は第4項に従い、行使価額の調整又は修正がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整さ

れる。但し、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額又は第4項に定める行使価額及び修正後行使価額とする。 

３ 行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普

通株式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又

は行使による場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当

社の発行済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４ 本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われ

た日において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。（以下「時価算定期

間」という。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表

示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げ

る。）に修正（以下、修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の 

結果、修正後行使価額が54円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を上回

ることとなる場合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が18円（以下「下限行使価

額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行

使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本

新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

５ 新株予約権の目的となる株式数は、行使請求に際して払込をなすべき額（10,000,000円/個）を行使価格

（事業年度末現在および提出日の前月末現在）で除して得られる最大整数とする。 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） ― 200 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 
66,889,632 

         （注）2,5 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― １株当たり29.90（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 ― 
平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 
― 

発行価格    30.50 

資本組入額   15.25  

新株予約権の行使の条件 ― 
新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権の譲度に関する事項 ― 当社取締役会の承認を要す 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価

額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．欠損てん補のための取崩しによる減少 

２．転換社債の株式転換による増加 

３．転換社債の株式転換及び新株予約権の行使による増加 

４．新株予約権の行使による増加 

５．転換社債型新株予約権付社債の株式転換よる増加 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年10月９日 

～平成14年３月31日 

（注）２ 

32,149,238 71,344,008 1,022,503 6,753,092 1,017,496 1,017,496 

平成14年４月８日 

～平成14年６月24日 

（注）２ 

5,357,972 76,701,980 60,476 6,813,568 59,523 1,077,020 

平成14年６月27日 

（注）１ 
－ 76,701,980 － 6,813,568 △1,017,496 59,523 

平成14年７月２日 

～平成15年３月31日 

（注）３ 

72,857,128 149,559,108 313,333 7,126,901 306,667 366,190 

平成15年４月２日  

（注）４ 
17,142,856 166,701,964 60,000 7,186,901 60,000 426,190 

平成15年６月27日 

（注）１ 
－ 166,701,964 － 7,186,901 △366,190 60,000 

 平成16年5月10日 

～平成16年5月31日 

（注）４ 

4,552,631 171,254,595 46,125 7,233,026 46,125 106,125 

 平成16年6月29日 

（注）１ 
－ 171,254,595 － 7,233,026 △60,000 46,125 

 平成16年8月4日 

（注）１ 
－ 171,254,595 △6,964,553 268,473 － 46,125 

平成16年9月24日  

 ～平成17年３月31日 

（注）４ 

23,809,516 195,064,111 174,250 442,723 174,250 220,375 

 平成18年2月23日  

 ～平成18年3月15日 

（注）５ 

28,418,501 223,482,612 499,999 942,723 500,000 720,375 

  平成18年2月24日  

 ～平成18年3月31日 

 （注）４ 

38,152,215 261,634,827 676,477 1,619,200 676,477 1,396,852 



(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式65,340株は、「個人その他」に65単元及び「単元未満株式の状況」に340株を含めて記載しており

ます。 

なお、自己株式65,340株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実保有株式数は、

64,340株であります。 

２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が165単元含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

  平成18年３月31日現在

  
区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 

  
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 0 8 17 133 25 19 18,597 18,799 ― 

所有株式数

（単元） 
0 9,948 7,512 10,087 42,097 217 191,631 261,492 142,827 

所有株式数の

割合（％） 
0.00 3.80 2.87 3.86 16.09 0.08 73.30 100.00 ― 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

プレミアム ベンチャー

ズ インベストメント リミ

テッド 

（常任代理人 大木基至） 

P.O.Box３１５

２,RoadTown,Tortola,British Virgin Islands 

(神奈川県津久井郡藤野町吉野1778) 

16,806 6.42 

コンパス パートナーズ リ

ミテッド  

（常任代理人 大木基至） 

P.O.Box９３３,RoadTown,Tortola,British Virg

in Islands 

(神奈川県津久井郡藤野町吉野1778) 

14,446 
5.52 

  

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 7,309 2.79 

㈱バネット 東京都世田谷区経堂５丁目１３番１０号 5,970 2.28 

大和證券㈱ 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 4,208 1.61 

ツバメ工業㈱ 愛媛県四国中央市川之江町２４１５番地 3,733 1.43 

日本証券金融㈱ 東京都中央区茅場町１丁目２番１０号 2,628 1.00 

立花証券㈱ 東京都中央区茅場町１丁目１３番１４号 2,378 0.91 

ビー・エヌ・ピー・パリ

バ・セキュリティーズ(ジ

ャパン)リミテッド 

 （ビーエヌピーパリバ証

券会社） 

東京都千代田区大手町１丁目７番２号 

東京サンケイビル 
1,982 0.76 

吉井立彦  千葉県千葉市美浜区 1,680 0.64 

計 ― 61,140 23.37 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、165千株含まれております。ま

た「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数165個が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）上記のほか株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あり

ます。 

なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含めております。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    64,340 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 261,428,000 261,428 ― 

単元未満株式 普通株式   142,487  ― 
１単元（1,000株）未

満の株式 

発行済株式総数 261,634,827 ― ― 

総株主の議決権 ― 261,428 ― 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

森電機株式会社 
東京都港区高輪二

丁目15番８号 
64,340 ― 64,340 0.02 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

①新株予約権の発行によるもの 

 （注）１ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次

の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使

していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとします。 

２ 新株予約権を発行する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当社

株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、新株予約権付与契約日の東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値を下回らない金額とし、又１円未満の端数は切り上げます。 

なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込み金額は分割または併合の比率

に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）または

自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げます。 

３ ア 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社ならびに当社関連会社の取締役、監査

役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合はこの限りではありません。 

イ 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとします。 

ただし、例外として取締役会の承認を条件として、新株予約権を譲渡することができます。 

ウ 権利行使期間中に死亡した割当てを受けた者の相続人は、１名に限り権利を承継することができます。

ただし、再承継はできません。 

エ その他の権利行使の条件については、平成14年６月27日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」

で定めるところによります。 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役３名、監査役２名、任期満了による退任

監査役２名及び従業員23名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（上限）（株） 
15,000,000 

  （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当り23円（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成14年７月15日 

平成24年５月31日 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の割合

    
既発行株式数 ＋

新規発行（処分）株式数 × １株あたりの払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
新株式発行前の時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

当社における配当政策の基本方針は、収益状況に対応した利益還元を重要な経営方針と位置付け、配当を行なう

ことを基本としておりますが、依然として民間設備投資の力強さは弱く公共投資においても未だ抑制傾向にあり、

市場規模の小さい業界の中で受注競争の激化に歯止めがかからず、極めて厳しい状況下にあります。 

 また、新規事業の収益が早期に実現し、財務体質の強化が図れるように内部留保等も勘案して決定することとし

ております。 

 このような状況の中で継続的に経常損失が発生しており、誠に遺憾ながら当期も無配とさせていただきました。

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものです。 

回次 第93期 第94期 第95期 第96期 第97期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 128 41 27 33 102 

最低（円） 24 6 6 13 12 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 90 79 68 69 61 57 

最低（円） 71 57 52 50 30 35 



５【役員の状況】 

 （注）１．監査役 飯田一、大月将幸の２氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。 

    ２．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な

人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。 

       執行役員は２名で、丹野和美（営業統括部長）および岩間弘道で構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 

取締役社長 

（代表取締

役） 

 小川 浩平 昭和31年９月14日生 

昭和54年４月 ㈱トーメン入社 

昭和62年６月 コロンビア大学経営大学院修士課程修

了 

昭和62年９月 ゴールドマン・サックス・アンド・カ

ンパニー入社 

平成６年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・

インターナショナル・リミテッド入社 

平成６年12月 同社代表取締役 

平成９年５月 当社顧問 

平成９年６月 当社代表取締役社長（現任） 

－株 

常務取締役 総務統括 中山 哲一 昭和16年６月27日生 

昭和43年４月 文化シヤッター㈱入社 

昭和59年４月 同社仙台工場長 

昭和61年４月 同社小山工場軽量シャッター製作部長 

昭和62年４月 同社本社開発部電装技術部長 

平成４年４月 同社本社商品教育プロジェクトリーダ

ー 

平成５年８月 当社取締役製造統括部長兼開発部長 

平成12年６月 文化シヤッター㈱本社商品教育プロジ

ェクト 

平成14年６月 当社常務取締役（現任） 

17千株 

取締役  永井  卓 昭和31年10月５日生 

昭和55年４月 川田工業株式会社入社 

昭和56年１月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 

平成元年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 

平成12年３月 東海観光㈱監査役就任 

平成13年６月 当社監査役就任 

平成14年３月 東海観光㈱取締役就任 

平成16年４月 当社顧問 

平成16年６月 当社取締役（現任） 

－株 

監査役 

（常勤） 
 井口  茂 昭和35年３月５日生 

昭和57年４月 ㈱旭商工社入社 

昭和60年６月 ㈱庄和入社 

平成４年３月 ㈱ニッケン建設入社 

平成７年４月 当社営業部入社 

平成14年７月 当社営業部長 

平成15年２月 当社新規事業部部長 

平成16年６月 当社監査役（現任） 

－株 

監査役  飯田 一 昭和25年６月20日生 

昭和46年２月 グロリアインターナショナル入社 

昭和48年10月 ㈱新日本通商入社 

昭和55年６月 ㈱アイ・エム設立代表取締役（現任） 

平成14年６月 当社監査役（現任） 

－株 

 監査役  大月 将幸  昭和45年12月6日生  

平成7年3月 公認会計士登録 

平成9年7月 大月公認会計士事務所開設 

平成17年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 

平成17年10月 服部総合法律事務所入所 

平成18年6月 当社監査役（現任） 

－株  

    計 17千株 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 （1）当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

  当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率性・透明性を向上させ、株

主・顧客・従業員・取引先など利害関係者の皆様に対して企業価値を創造し、最大化するために当社自らを律す

る事と考えております。更に、社会の構成員であることを自覚し、法令・社会規範を遵守し、これら理念に基づ

いた当社グループ内コンプライアンス体制の構築に取組んでおります。  

 当社グループでは、会社法第362条第4項6号ならびに会社法施行規則第100条第1項および同条第3項に基づき、

業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を以下のとおり整備いたします。 

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 企業の役員・使用人は法令遵守は当然のこととし、社会の構成員としての企業人・社会人として求められ

る倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。 

当社はこのような認識に基づき社会規範・倫理そして法令などを厳守し公正かつ適切な経営の実現と市民社

会との調和を図る。 

 当社は全役職員を含め三十数余名の組織構成であり、代表取締役が取締役及び使用人の個々に至るまで管

理・掌握できる状況にあり、従って上記社会規範・倫理そして法令の遵守はもちろんのこと経営理念・精神

を適宜教育・指導することにより企業活動に邁進する。 

 監査役は必要に応じて当社経営陣との定期的な意見交換会を開催する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存、及び廃棄に関する「重要文書保全規定」にもと

づき整理、保存すると共に必要に応じ規定の見直しを行う。 

 取締役及び監査役はこれらの情報及び文書等を常時閲覧できる。 

 監査役は必要に応じて当社経営陣との定期的な意見交換会を開催する。 

③ 損失の危機の管理に関する規定その他の体制 

 リスク管理体制構築の基礎として、今後リスク管理規定を定め、当社を取り巻く個々のリスクを特定した

うえで適切なリスク対応策を講ずるものとする。 

 不測の事態が発生した場合には、代表取締役を委員長とするリスク管理対策本部を総務部内に設置し、顧

問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力のもと、厳正かつ迅速な危機管理対応策を講ずるものとする。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 取締役会をはじめとする重要な会議を毎週定期的に開催することにしている。又時限性を有する事項・案

件については機動的に会議を開催し、スピーディーかつ十分に議論を尽くした上で執行決定を行う。 

 決定された業務の執行状況は、担当する取締役が取締役会、幹部会議などで適宜報告され、取締役会によ

る監督を受ける。 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 再生事業投資の健全な発展に資するため、当該事業活動に関わる子会社・関連会社等については、それぞ

れ事業別に責任を負う取締役を任命し、当社基本方針に基づき法令遵守体制、リスク管理体制を確立する。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補

助すべき使用人として総務部員を指名することができる。補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮

命令権は監査役に移譲され、取締役の指揮命令は受けないものとする。 

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 

 取締役及び使用人は当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令・定款違反行為などを認知し

た場合、速やかにその事実を監査役に報告する。 

 常勤監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や幹部会議など重要な

会議に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役また

は使用人にその説明・報告を求めることができるものとする。 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役は、当社の会計監査人である明誠監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報

の交換を行うなど連係を図っていく。 

監査役は必要に応じて当社経営陣との定期的な意見交換会を開催する。 

  



 （2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

  ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社は、監査役制度採用会社であります。  

当期においては、取締役会において取締役が事業遂行と経営・運営を管理しております。取締役の員数は現

在３名で構成されており、また、現在監査役４名のうち社外監査役が３名選任されております。 

取締役会をはじめとする重要な会議を毎週定例的に開催しており、時限性を有する場合は機動的に臨時開催

しております。取締役会には監査役が必ず出席し、重要事項を全て付議し、スピーディかつ十分に議論を尽く

したうえで執行決定を行ないコーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。 

 会計監査につきましては、明誠監査法人と監査契約を締結し、監査を実施しております。 

弁護士につきましては、のぞみ総合法律事務所および東京青山・青木法律事務所と顧問契約を締結し、必要

に応じてアドバイスを受けております。  

② 会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は武田剛及び田之倉敦司であり、明誠監査法人に所属しておりま

す。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士補１名であります。 

  ③ 会社と社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について 

 社外監査役と当社との取引関係その他の利害関係はありません。 

  ④ 役員報酬の内容 

当事業年度における当社の役員に対する報酬の内容は、取締役は7千2百万円となっており、監査役は4百万

円となっております。 

  ⑤ 監査報酬の内容 

当社が支払った監査報酬は、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬1千2百万円のみとなっ

ております。  



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

(3）当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、連結対象会社の支配獲得日が連結会計年度

末日であるため、以下に掲げる連結貸借対照表及び連結附属明細表のみを作成しており、前連結会計年度との対比

は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）の

財務諸表については東京国際監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日

まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表については、明誠

監査法人により監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

   前事業年度          東京国際監査法人 

   当連結会計年度及び当事業年度 明誠監査法人 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  360,119

２．受取手形及び売掛金  206,514

３．たな卸資産  101,408

４．その他  24,732

貸倒引当金  △219

流動資産合計  692,554 10.9

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物  73,260

減価償却累計額  71,063 2,197

(2）機械装置及び運搬具  139,126

減価償却累計額  135,161 3,964

(3）工具器具及び備品  182,258

減価償却累計額  182,258 ―

(4）土地  20,858

有形固定資産合計  27,020 0.4

２．無形固定資産  

(1）借地権  660

(2）電話加入権  1,535

無形固定資産合計  2,195 0.0

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※1・2 5,655,863

(2）長期滞留債権  199,739

(3）その他  19,472

貸倒引当金  △216,972

投資その他の資産合計  5,658,103 88.7

固定資産合計  5,687,319 89.1

資産合計  6,379,874 100.0 

   
 



   
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形及び買掛金  171,197

２．賞与引当金  1,900

３．未払金  88,598

４．その他  18,482

流動負債合計  280,178 4.4

Ⅱ 固定負債  

１．繰延税金負債  1,482,401

２．退職給付引当金  27,075

３．役員退職慰労引当金  39,563

４．新株予約権  7,045

５．その他  6,340

固定負債合計  1,562,425 24.5

負債合計  1,842,604 28.9

   

（少数株主持分）  

少数株主持分  3,000 0.0

   

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  ※４ 1,619,200 25.4

Ⅱ 資本剰余金  1,396,852 21.9

Ⅲ 利益剰余金  △640,221 △10.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 2,159,862 33.8

Ⅴ 自己株式  ※５ △1,423 0.0

資本合計  4,534,269 71.1

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 6,379,874 100.0 

   



②【連結損益計算書】 

 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、新たに連結子会社となった1社の支配獲得日が当連結会計

年度末であり、貸借対照表のみが連結対象となるため、連結損益計算書は作成しておりません。 



③【連結剰余金計算書】 

 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、新たに連結子会社となった1社の支配獲得日が当連結会計

年度末であり、貸借対照表のみが連結対象となるため、連結剰余金計算書は作成しておりません。 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、新たに連結子会社となった1社の支配獲得日が当連結会計

年度末であり、貸借対照表のみが連結対象となるため、連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当連結会計年度は、新たに連結対象となったサクラダ・ホールディングス有限責任中間法人の支配獲得日が当連結

会計年度末であり、貸借対照表のみが連結対象であるため連結貸借対照表のみ作成しており、連結損益計算書及び連

結剰余金計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

 しかし、個別財務諸表においては、毎期継続的に多額の営業損失を計上しており、当事業年度末も3億9百万円の営

業損失を計上しております。また、営業キャッシュフローも毎期継続的に多額のマイナスとなっており、当事業年度

末も2億4千2百万円のマイナスとなっております。 

 このような状況により、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社は当該状況を解消す

べく下記の通り対応しております。従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑

義の影響を財務諸表には反映しておりません。 

記 

１．経営計画の目的と施策 

 ①財務体質の改善のための固定費の削減 

 ・生産委託の本格稼動と社内生産の効率化により、製造労務費を引き続き削減してまいります。 

 ・今後も懸念される材料費の上昇に対しては、製品の改良改善や生産効率の向上に努め原価低減を図ってまいりま 

  す。 

 ・全社の組織及びシステムの再検討を行い、組織の効率化と強化を推進してまいります。 

 ②電機事業の再構築 

 ・高付加価値商品販売の積極的推進 

 高付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注力しておりますが、単体ベースでの当該年度の産業用照明機器

群の売上高は、対前年同期比9.4％の減少でありました。また、制御機器群は12.8％の増加となっております。今後

とも高付加価値商品を積極的に販売してまいります。 

 ・得意分野へのノウハウの活用 

  当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は多大なノウハウが蓄積されており、このノウハウを活かし他社 

  の商品開発（OEM商品）や現行の商品の改良改善を積極的に行い、受注に繋げて売上高の拡大を図ります。 

 ③事業再生投資の早期収益化 

 事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じて株式会社サクラダに再生スポンサーとして出資しており、同社

の優先株式を所有しております。この優先株式については、将来的には普通株式に転換して市場に売却することによ

り利益の実現を図ってまいります。 

  

 <当社グループ経営計画の概要> 

 （計画期間は平成18年４月から平成19年３月）                                        （単位：百万円） 

  

  平成18年度（平成18年４月から平成19年３月）の計画においては、未だ残念ながら営業損失の継続発生が予想されま

すが、当社グループ一丸となり、なるべく早期に黒字への転換がはかれるよう努力してまいります。 

  

２．資金繰りについて 

 当社グループは従前、継続的に営業損失が発生しており、資金繰りは赤字となっておりました。当事業年度におきま

しては、新株予約権等の発行・行使により、総額23億6千万円の資金調達を行った結果、単体ベースでの平成18年度期

初における現金および現金同等物の残高は3億5千7百万円となり、同年度営業活動に際し必要な資金は確保されており

ます。 

  
平成18年度 

上   期 

平成18年度 

下   期 

平成18年度 

通   期 

 売上高 310 330 640

 営業利益 △100 △110 △210

 経常利益 △115 △120 △235

 当期純利益 △120 △130 △250



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 1社 

 サクラダ・ホールディングス有限責任

中間法人 

 サクラダ・ホールディングス有限責任

中間法人については、同社が営業者であ

る匿名組合に対し当社が単独で匿名組合

出資を行っていることから、当該匿名組

合の権利義務及び損益等のリスクを実質

的に当社が負担していると認められるた

め、当連結会計年度から連結の範囲に含

めております。 

 なお、連結対象年度の支配権獲得日が

連結会計年度末であるため、貸借対照表

のみが連結対象となっております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない関連会社（㈱

グッドコック）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社である、サクラダ・ホール

ディングス有限責任中間法人の決算日は

２月28日であります。 連結財務諸表の

作成にあたっては、連結決算日現在で本

決算に準じた仮決算を行った財務諸表を

基礎としております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 イ. 有価証券 

①子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定しております） 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 ロ. たな卸資産 

  商品………先入先出法による原価法 

  製品・仕掛品・材料 

   ………移動平均法による原価法 

  貯蔵品……最終仕入原価法 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 イ.有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建       物 10～60年 

 機 械 及  び 装 置 ５～12年 

 車 輌 運 搬 具 ４～６年 

 工具器具 及び 備品 ２～15年 

(3）繰延資産の処理方法  新株発行費、社債発行費は支出時に全

額費用として処理しております。 

(4）重要な引当金の計上基

準 

 イ. 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、

次のように計上しております。 

 ａ.一般債権  

 実績繰入率による繰入額を計上してお

ります。 

 ｂ.貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 ロ. 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に備えるた

め支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 ハ.  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、計上しております。 

 ニ. 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末支給見

込額を計上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンスリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用しておりま

す。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、新たに連結子会社となった1社の支配獲得日が当連

結会計年度末であり、貸借対照表のみが連結対象となるため、連結損益計算書は作成しておりません。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、新たに連結子会社となった1社の支配獲得日が当連

結会計年度末であり、貸借対照表のみが連結対象となるため、連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりま

せん。 

  

（リース取引関係） 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありせん。 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 ※1. 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の 

     通りであります。 

      投資有価証券（株式）       0千円 

  

 ※2. 担保提供資産及び対応債務 

 担保に供している資産並びに対応する債務は以下の

通りであります。 

  担保資産 

       投資有価証券       5,640,000千円 

  対応する債務 

       オリオン・キャピタル・マネジメント株式会

       社の借入金             2,800,000千円 

 なお、当該担保提供投資有価証券は、株式会社サク

ラダの企業再生支援の一環として行われたファイナ

ンスに係るものであり、これに対応する当社の債務

はありません。 

  3．受取手形裏書譲渡高        18,994千円 

 ※4. 当社の発行済株式総数は、普通株式261,634,827株 

     であります。 

  

 ※5. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式64,340 

     株であります。 

  



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

 種類 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

取得原価
（千円） 

連結貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式 2,004,353 5,648,010 3,643,656 

(2）債券     

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 2,004,353 5,648,010 3,643,656 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式 8,946 7,553 1,393 

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 8,946 7,553 1,393 

合計 2,013,299 5,655,563 3,642,263 

 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 ― 

(2）その他有価証券  

非上場株式 300 

非上場新株予約権証券 ― 



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 （注）当連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象であり連結損益計算書を作成しておりませんが、提出会社の財務 

   諸表の注記で開示されない項目に該当するため、提出会社の状況を記載しております。 

  

（デリバティブ取引関係） 

 当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

(1）当社の退職給付制度 

（当連結会計年度） 

 当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度（入社10年以上の従業員を対

象）及び退職一時金制度（入社３年以上10年未満の従業員を対象）を設けております。 

(2）制度の補足説明 

① 厚生年金基金制度 

 （注） 総合設立型の基金であります。 

② 適格退職年金制度 

 （注） 単独契約 

③ 退職一時金制度 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 当社は従業員300名未満のため簡便法（期末自己都合要支給額そのものを退職給付債務とす

る）を適用しております。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

31,904 ― 4,573 

 加入団体名    設定時期  

東京都電設工業厚生年金基金   昭和42年11月 

ＡＩＧスター生命保険㈱  平成９年２月１日

   

当社 
 

会社設立時 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） △49,823 

(2）年金資産（千円） 22,748 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △27,075 

(4）退職給付引当金（千円） △27,075 



３．退職給付費用の内訳 

（当連結会計年度） 

      当連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象であり、連結損益計算書を作成しておりません。このた

め、退職給付費用の内訳については記載しておりません。 

  

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 当連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象であり、連結損益計算書を作成しておりませんので、注記

は行っておりません。 

  

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 
 

繰延税金資産    

未収入金貸倒損失否認 859,781千円  

貸倒引当金損算入限度超過額 88,300  

投資有価証券評価損否認 184,798  

長期貸付金貸倒損失否認 5,357  

長期滞留債権貸倒損失否認 298,765  

破産債権・更生債権等貸倒損失否認 1,227  

長期差入保証金貸倒損失否認 4,680  

賞与引当金 773  

退職給付引当金 11,019  

役員退職慰労引当金 16,102  

減損損失 24,077  

繰越欠損金 2,584,717  

 繰延税金資産小計 4,079,602  

繰延税金資産評価引当金 △4,079,602  

 繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 1,482,401  

 繰延税金負債合計 1,482,401  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当連結会計年度における当社グループの事業は電機事業のみの単一のセグメントのため、該当事項はあり

せん。 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当連結会計年度においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありせん。 



【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当連結会計年度は海外売上高がないため、該当事項はありせん。 

（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありせん。 

（１株当たり情報） 

 （注）  当連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象であり、連結損益計算書を作成しておりませんので、1株当り

当期純損失及び潜在株式調整後一株当り当期純損失については記載しておりません。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当り純資産額 17 円 33銭 

１株当り当期純損失額  ― 



（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．平成18年3月30日開催当社取締役会の決議に基づき、平成18年4月17日に森電機株式会社2007年4月満期新株予約権

の発行を行いました。その概要は以下の通りであります。  

Ⅰ.新株予約権発行の目的 

  株式会社サクラダ事業再生支援資金及び当社運転資金に充当することを目的としております。  

Ⅱ.新株予約権発行の要領  

 (ア)新株予約権の名称 

   森電機株式会社2007年4月満期新株予約権 

 (イ)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   当社普通株式 55,555,400株 （新株予約権1個につき277,777株） 

 (ウ)発行する新株予約権の総数 200個 

 (エ)新株予約権の発行価額 1個につき200,000円 

 (オ)新株予約権の発行価額の総額 総額40,000,000円 

 (カ)発行地 香港 

 (キ)募集の方法 第三者割当による 

 (ク)新株予約権の割当先及び割当数 

   Pavilion Investment Group Limited  200個 

 (ケ)申込期日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (コ)払込期日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (サ)発行日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (シ)新株予約権の行使の際の払込金額 

  ①行使価額 1個につき10,000,000円 （1株につき36円） 

  ②割当株式数の調整 

   本項③又は④に従い、行使価額の調整がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整される。 

   但し、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式 × 
調整前行使価額 

調整後行使価額 

   上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本項③に定める調整前行使価額及び調整後行使価額又 

   は本項④に定める行使価額及び修正後行使価額とする。 

  ③行使価額の調整 

   行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発 

   行又は処分する場合には、（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式 

   の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による場合を除 

   く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当社の発行済株式総数（但し、 

   当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

   さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

  ④行使価額の修正 

   本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われた日に 

   おいて、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、株式会社東京 

   証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、決定日が取引日でな 

   い場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の各取引日の株 

   式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）の平均値の90％に相当する 

   金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修正（以下、修正された行使価額を 

    

既発行株式数 ＋
新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 



当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が54円（以下「上限行使価 

   額」という。但し、本項③による調整を受ける。）を上回ることとなる場合には、修正後行使価額は上限行使価 

   額とし、修正後行使価額が18円（以下「下限行使価額」という。但し、本項③による調整を受ける。）を下回る 

   こととなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が 

   生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

 (ス)新株予約権の行使の際の払込金額の総額 2,000,000,000円 

 (セ)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額 1個につき10,200,000円 

 (ソ)新株予約権の行使により発行する株式の発行総額 2,040,000,000円 

 (タ)新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中の資本組入額 

   本新株予約権行使により発行される株式の発行価額に０.５を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生 

   じる場合は、その端数を切り上げるものとする。 

 (チ)新株予約権の行使期間 平成18年4月17日から平成19年4月17日まで 

 (ツ)新株予約権の行使の条件 本新株予約権1個の一部行使はこれを認めない。 

 (テ)新株予約権の消却事由及び消却の条件 

  ①当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社取締役会が必要と認めた場合には、消却日に先立つ２週間前ま 

   でに、本新株予約権者に対して事前通知を行った上で（且つ、本新株予約権につき新株予約権証券が発行されて

   いる場合は、公告を行った上で）、残存する本新株予約権の全部又は一部を消却することができる。 

  ②当社は、当社が吸収合併による消滅、並びに株式交換により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会 

   で決議した場合、当該効力発生日以前に、残存する本新株予約権の全部を消却することができる。 

  ③当社は、上記①又は②により本新株予約権の消却を行う場合、本新株予約権者に対し、本新株予約権１個に対し 

   当初の新株予約権１個の発行価額相当額を対価として支払うものとする。 

 (ト)譲渡制限 

   本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を必要とするものとする。 

 (ナ)新株予約権証券の発行 

   新株予約権証券は新株予約権者の請求があるときに限り、当社はこれを発行する。 

 (ニ)新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使の際の払込金額の算定方法 

   新株予約権は、行使価額が当社の株価により修正され、また部分行使が可能であること、任意の時点において発 

   行価額と同額の対価をもって消却できるものとされていることから、新株予約権の発行価額を決定するにあたり 

   オプション算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルは適切でないと判断し、新株予約権の発行決議に先 

   立つ当社普通株式の株価、売買出来高の実績、当社の資産状態、収益状況、発行済株式数等の諸事情を総合的に 

   勘案の上、新株予約権の発行により企図される目的が達成される限度で、新株予約権１個の発行価額を200,000 

   円とした。また、2006年3月30日（木）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90% 

   に相当する36円を基準とし、それを新株予約権の１株あたりの行使の際の払込金額として設定した。 

 (ヌ)新株予約権の行使請求場所及び払込取扱場所 

   行使請求受付場所  当社（本社総務部） 

   払込取扱場所     株式会社みずほ銀行渋谷支店 

 (ネ)行使によって交付された株式の配当起算日  

   本新株予約権の行使により交付される当社普通株 

   式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、本新株予約権の行使がなされた時の属する配当計算期間の期首 

   に本新株予約権の行使の効力が発生したものと看做してこれを支払う。 

 (ノ)本新株予約権の申込が発行総数に達せざるときは、申込数をもって本新株予約権の総数とする。 

 (ハ)その他本新株予約権に関し必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役に一任する。 

  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

平成18年２月14日に発行した「2010年２月満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」は、当連結会計年

度中にすべて株式転換されております。そのため、当該新株予約権付社債の詳細についての記載は省略してお

ります。 

  

【借入金等明細表】 

      該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

  平成年月日     平成年月日

当 社 
2010年２月満期ユーロ円建転
換社債型新株予約権付社債 
  

18.2.14 －
－
 

0.0 なし 22.2.14

合計 － － －
－
 

－ － －



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   265,988   357,119  

２．受取手形   117,950   87,476  

３．売掛金   116,701   119,037  

４．商品   2,483   7,121  

５．製品   15,321   18,638  

６．材料   35,454   56,778  

７．仕掛品   9,292   17,339  

８．貯蔵品   1,226   1,529  

９．前払費用   3,741   4,089  

10. 未収消費税等   1,935   6,810  

11．前渡金   10,000   10,094  

12．その他   4,410   3,737  

  貸倒引当金   △7,175   △219  

流動資産合計   577,328 85.4  689,554 25.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  105,516   73,260   

減価償却累計額  70,976 34,540  71,063 2,197  

(2）機械及び装置  128,447   118,010   

減価償却累計額  118,010 10,437  118,010 ―  

(3）車両運搬具  21,327   21,116   

減価償却累計額  15,420 5,907  17,151 3,964  

(4）工具器具及び備品  196,137   182,258   

減価償却累計額  182,258 13,879  182,258 ―  

(5）土地   20,858   20,858  

有形固定資産合計   85,622 12.7  27,020 1.0 

２．無形固定資産        

(1）借地権   660   660  

(2）電話加入権   2,256   1,535  

無形固定資産合計   2,916 0.4  2,195 0.1 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   8,107   15,863  

(2）関係会社株式    0   0  

(3）その他の関係会社 
  有価証券 

   ―   2,000,000  

(4）長期未収入金   198,739   ―  

(5）長期滞留債権   1,000   199,739  

(6）破産債権・再生債
権・更生債権その他
これらに準ずる債権 

  14,302   14,302  

(7）長期差入保証金   3,700   3,700  

(8）その他   990   1,470  

  貸倒引当金   △216,992   △216,972  

投資その他の資産合計   9,848 1.5  2,018,103 73.7 

固定資産合計   98,387 14.6  2,047,319 74.8 

資産合計   675,715 100.0  2,736,874 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形    88,183   99,923  

２．買掛金   71,707   71,274  

３．未払金   14,702   88,598  

４．未払費用   1,093   560  

５．未払法人税等   3,851   7,991  

６．預り金   1,970   9,930  

７．賞与引当金   703   1,900  

流動負債合計   182,212 27.0  280,178 10.2 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   36,545   27,075  

２．役員退職慰労引当金   33,498   39,563  

３．繰延税金負債   1,406   921  

４．新株予約権   －   7,045  

５．その他   8,500   6,340  

固定負債合計   79,949 11.8  80,945 3.0 

負債合計   262,162 38.8  361,124 13.2 

        
 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ．資本金 ※1  442,723 65.6  1,619,200 59.2 

Ⅱ．資本剰余金        

１．資本準備金  220,375   1,396,852   

資本剰余金合計   220,375 32.6  1,396,852 51.0 

Ⅲ．利益剰余金        

１．当期未処理損失  250,554   △640,221   

利益剰余金合計   △250,554 △37.1  △640,221 △23.4 

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金 

※6  2,048 0.3  1,342 0.1 

Ⅴ．自己株式 ※2  △1,038 △0.2  △1,423 △0.1 

資本合計   413,553 61.2  2,375,749 86.8 

負債・資本合計   675,715 100.0  2,736,874 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．製品売上高   530,267   501,720  

２．商品売上高   127,955   128,081  

売上高合計   658,222 100.0  629,802 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２       

１．製品期首たな卸高  14,637   15,321   

２．当期製品製造原価  391,151   372,457   

合計  405,788   387,778   

３．製品期末たな卸高  15,321 390,467  18,638 369,139  

４．商品期首たな卸高  2,834   2,483   

５．当期商品仕入高  106,196   103,287   

合計  109,031   105,770   

６．商品期末たな卸高  2,483 106,547  7,121 98,648  

売上原価合計   497,014 75.5  467,788 74.3 

売上総利益   161,207 24.5  162,014 25.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2  326,497 49.6  471,718 74.9 

営業損失   165,289 △25.1  309,704 △49.2 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  677   1   

２．受取配当金  137   31   

３．新株予約権失効益  39,250   ―   

４．償却債権取立益  ―   284   

５．製商品弁償代   ―   200   

６．その他  653 40,717 6.2 80 597 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息割引料  1,011   576   

２．新株発行費  2,840   8,037   

３．社債発行費  ―   2,900   

３．新株予約権発行費  32,018   2,545   

４．その他  74 35,944 5.5 136 14,196 2.2 

経常損失   160,516 △24.4  323,303 △51.3 

 



製造原価明細書 

 （注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  9,323   6,976   

２．投資有価証券売却益  146   ―   

３．前期損益修正益  5,082 14,552 2.2 ― 6,976 1.1 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損  3,088   ―   

２．投資有価証券売却損  ―   4,573   

３．貸倒引当金繰入額  99,000   ―   

４．減損損失 ※３ ― 102,088 15.5 66,263 70,836 11.3 

税引前当期純損失   248,052 △37.7  387,164 △61.5 

法人税、住民税及び事
業税 

  2,502 0.4  2,502 0.4 

当期純損失   250,554 △38.1  389,666 △61.9 

前期繰越損失   6,964,553   250,554  

減資による繰越損失填
補額 

  6,964,553   ―  

当期未処理損失   250,554   640,221  

        

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  178,245 44.8 193,305 50.8 

Ⅱ 労務費  45,246 11.4 41,302 10.9 

Ⅲ 経費 ※１ 33,587 8.4 32,891 8.6 

Ⅳ 外注加工費  140,923 35.4 113,004 29.7 

当期製造費用  398,003 100.0 380,504 100.0 

期首仕掛品たな卸高  2,440  9,292  

合計  400,444  389,796  

期末仕掛品たな卸高  9,292  17,339  

当期製品製造原価  391,151  372,457  

原価計算の方法  原価計算の方法 

 原価計算の方法は、総合原価計算
法であります。 

 同左 

項目 前事業年度 当事業年度 

減価償却費（千円） 5,036 ― 



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度  
（自 平成17年４月１日  
至 平成18年３月31日)  

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１．税引前当期純損失  △248,052 △387,164 

２．減価償却費  9,559 1,817 

３．投資有価証券売却損益  △146 4,573 

４．固定資産除却損  3,088 ― 

５．減損損失  ― 66,263 

６．賞与引当金の増減額(減少△)  △5,934 1,196 

７．貸倒引当金の増減額(減少△)  86,942 △6,976 

８．退職給付引当金の増減額(減少△)  △8,744 △9,469 

９．役員退職慰労引当金の増減額(減少△)  2,978 6,065 

10．受取利息及び受取配当金  △814 △32 

11．支払利息  1,011 576 

12．新株予約権発行費  32,018 2,545 

13．新株予約権失効益  △39,250 ― 

14．新株発行費  ― 8,037 

15．社債発行費  ― 2,900 

16. 売上債権の増減額(増加△)  △10,485 28,137 

17. たな卸資産の増減額(増加△)  △19,004 △37,630 

18．仕入債務の増減額(減少△)  20,563 11,307 

19．未収消費税等の増減額(増加△)  △3,402 △4,875 

20．その他流動資産の増減額(増加△)  7,047 229 

21．その他固定資産の増減額(増加△)  11,019 △480 

22．その他流動負債の増減額(減少△)  △6,923 73,193 

小計  △168,529 △239,784 

23．利息及び配当金の受取額  738 32 

24．利息の支払額  △1,440 △576 

25．法人税等の支払額  △2,502 △2,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △171,733 △242,831 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．有形固定資産の取得による支出  △2,403 △8,758 

２．投資有価証券の取得による支出  ― △2,045,424 

３．投資有価証券の売却による収入  200 31,904 

４．貸付金の回収による収入  5,000 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,796 △2,022,278 

 



④【損失処理計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度  
（自 平成17年４月１日  
至 平成18年３月31日)  

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円）  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．短期借入金の純増減額  △50,000 ― 

２．新株発行による収入  430,000 1,320,000 

３．自己株式の取得による支出  △214 △384 

４．新株予約権の発行による収入  50,000 40,000 

５．新株予約権付社債の発行による収入  ― 1,000,000 

６．新株予約権発行費の支出  △32,018 ― 

７．新株発行費の支出  ― △1,213 

８．その他  △2,160 △2,160 

財務活動によるキャッシュ・フロー  395,606 2,356,241 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  226,669 91,131 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  39,318 265,988 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 265,988 357,119 

    

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   250,554  640,221 

Ⅱ 次期繰越損失   250,554  640,221 

      



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、本業の電機事業において、売上高６億５千８

百万円（対前期比１千６百万円増加）、売上総利益１億

６千１百万円（対前期比１千万円増加）となりました

が、固定費の増加により営業損失が継続的に発生してお

ります。  

 電機事業において、製造原価の逓減による事業のリス

トラを推進し、製造固定費を１千９百万円削減。また、

部製品（防爆照明器具及び電路配管材）について、外部

メーカーと生産委託契約を締結し、第95期後半より本格

的な生産委託を行っております。 

 このような状況により、当社は継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

当社は当該状況を解消すべく下記の通り対応しておりま

す。 

 従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 

 記 

１．経営計画の目的と施策 

 ①財務体質の改善のための固定費の削減 

 ・生産委託の本格稼動と社内生産の効率化による成果 

  として、製造労務費を対前期比で6.9％削減すること 

  ができました。 

 ・今後は、材料費の上昇が懸念されますが、製品の改 

  良改善や生産効率の向上に努め原価低減を図ってま 

  いります。 

 ・全社の組織及びシステムの再検討を行い、組織の効 

  率化と固定費の削減を推進してまいります。 

 ②電機事業の再構築 

 ・高付加価値商品である省エネ照明器具の販売が順調 

  に推移しており、産業用照明機器群の当事業年度通 

  期の売上高は、対前年同期比4.6％の増加であった。 

  また、制御機器群も3.5％の増加となり、今後は高付 

  加価値商品を積極的に販売してまいります。 

 ・不採算部門の縮小 

  赤字部門の電気工事材群の縮小はほぼ完了しました 

  ので、今後は現況を継続していきます。 

・得意分野へのノウハウの活用 

  当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は多 

  大なノウハウが蓄積されており、このノウハウを活 

  かして他社の商品開発（OEM商品）や現行の商品の改 

  良改善を積極的に行い、受注に繋げて売上高の拡大 

  を図ります。 

 当社は、毎期継続的に多額の営業損失を計上してお

り、当事業年度末も3億9百万円の営業損失を計上してお

ります。また、営業キャッシュフローも毎期継続的に多

額のマイナスとなっており、当事業年度末も2億4千2百万

円のマイナスとなっております。 

 このような状況により、当社は継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく下記の通り対応しており

ます。従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。 

 記 

１．経営計画の目的と施策 

 ①財務体質の改善のための固定費の削減 

 ・生産委託の本格稼動と社内生産の効率化により、 

    製造労務費を引き続き削減してまいります。 

  ・今後も懸念される材料費の上昇に対しては、製品 

    の改良改善や生産効率の向上に努め原価低減を図っ 

    てまいります。 

  ・全社の組織及びシステムの再検討を行い、組織の効 

    率化と強化を推進してまいります。 

 ②電機事業の再構築 

 ・高付加価値商品販売の積極的推進 

       高付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注 

       力しておりますが、産業用照明機器群の当事業年 

       度の売上高は、対前年同期比9.4％の減少であり 

       ました。また、制御機器群は12.8％の増加となっ 

       ております。今後とも高付加価値商品を積極的に 

       販売してまいります。 

  ・得意分野へのノウハウの活用 

       当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は 

       多大なノウハウが蓄積されており、このノウハウ 

       を活かして他社の商品開発（OEM商品）や現行の 

       商品の改良改善を積極的に行い、受注に繋げて売 

       上高の拡大を図ります。 

 ③事業再生投資の早期収益化 

      事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じて 

   サクラダの再生スポンサーとして出資しており、株 

   式会社サクラダの優先株式を所有しております。こ 

   の優先株式については、将来的には普通株式に転換 

   して市場に売却することにより利益の実現を図って 

   まいります。 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  <当社経営計画の概要> 

   （計画期間は平成17年4月から平成18年3月） 

 （単位：百万円）  

    

 平成17年度（平成17年４月から平成18年３月）の計画

においては、残念ながら継続して営業損失が発生すると

予想されますが、全社一丸となり、なるべく早期に黒字

への転換がはかれるよう努力してまいります。 

    

 ２．資金繰りについて    

 当社は損失額が減少しているものの、継続的に営業損

失が発生しているため、資金繰りは赤字となっておりま

す。 

そこでこれを補うために第96期において新株予約権を発

行し、総額４億８千万円を調達いたしました。この結

果、平成17年度期首における現金および現金同等物の残

高は２億６千５百万円あり、今期営業活動に際し必要な

資金は確保されております。 

  
平成17年度 

上期  

平成17年度 

下期  

平成17年度 

通期 

売上高 330 340 670

営業利益 △64 △68 △132

経常利益 △70 △77 △147

当期純利益 △73 △92 △165

  <当社経営計画の概要> 

   （計画期間は平成18年4月から平成19年3月） 

 （単位：百万円）  

    

 平成18年度（平成18年４月から平成19年３月）の計画

においては、残念ながら継続して営業損失が発生すると

予想されますが、全社一丸となり、なるべく早期に黒字

への転換がはかれるよう努力してまいります。 

    

 ２．資金繰りについて    

 当社は、継続的に営業損失が発生しているため、資金

繰りは赤字となっております。 

  当事業年度におきましては、新株予約権等の発行・行

使により、総額23億6千万円の資金調達を行った結果、平

成18年度期首における現金および現金同等物の残高は3億

5千7百万円となり、今期営業活動に際し必要な資金は確

保されております。 

  
平成18年度 

上期  

平成18年度 

下期  

平成18年度 

通期 

売上高 310 330 640

営業利益 △100 △110 △210

経常利益 △115 △120 △235

当期純利益 △120 △130 △250



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

 ①関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております） 

 ①子会社及び関連会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 なお、匿名組合出資については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算報告書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品………………………先入先出法によ

る原価法 

製品、仕掛品、材料……移動平均法によ

る原価法 

貯蔵品……………………最終仕入原価法 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

有形固定資産  

 同左 

 建物        10～60年 

機械及び装置    ５～12年 

車両運搬具     ４～６年 

工具器具及び備品  ２～15年 

 

４．繰延資産の処理方法   新株発行費については支出時に全額

費用として処理しております。 

 新株発行費、社債発行費については

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

５．引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、次のように計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ａ．一般債権 

 実績繰入率による繰入額を計上し

ております。 

ａ．一般債権 

同左 

 ｂ．貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

ｂ．貸倒懸念債権及び破産更生債権 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に備える

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 



会計処理方法の変更 

  

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ④ 役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末支給見込額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンスリ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わな

い、取得日から3ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(イ）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(イ）消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損にかかる会計基準） 

 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準

（固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ

7,105千円減少し、税引前当期純損失は59,158千円増

加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 



表示方法の変更 

追加情報 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日  

  至 平成17年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成17年４月１日  

  至 平成18年３月31日）  

（貸借対照表） 

 前期まで区分掲記しておりました「未収入金」（当期末

残高1,260千円）は、資産の合計金額の100分の１以下とな

ったため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

しました。 

 

 前期まで区分掲記しておりました「長期未払金」（当期

末残高4,500千円）は、負債及び資本の合計金額の100分の

１以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示

することにしました。 

―――――――――― 

  

  

前事業年度 

（自 平成16年４月１日  

  至 平成17年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成17年４月１日  

  至 平成18年３月31日）  

外形標準課税 

  「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、販

売費及び一般管理費が1,349千円増加し、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失が1,349千円増加しております。 

  ―――――――――― 

  

  

 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．授権株数 普通株式 590,000,000株 

発行済株式数 普通株式 195,064,111株 

※１．授権株数 普通株式 590,000,000株 

発行済株式数 普通株式 261,634,827株 

※２．当社が保有する自己株式の数は、普通株式56,222

株であります。 

※２．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

64,340 株であります。 

 ３．受取手形裏書譲渡高        19,729千円  ３．受取手形裏書譲渡高            18,994 千円 

 ４．平成14年６月27日開催の定時株主総会において下 

記の欠損てん補を行っております。 

   平成15年６月27日開催の定時株主総会において下 

記の欠損てん補を行っております。 

資本準備金 1,017,496千円 

 ４．平成15年６月27日開催の定時株主総会において下 

記の欠損てん補を行っております。 

   平成16年６月27日開催の定時株主総会において下 

記の欠損てん補を行っております。 

資本準備金 366,190千円 

  

資本準備金 366,190千円 

  

資本準備金 60,000千円 

 ５．資本の欠損の額 251,593千円  ５．資本の欠損の額 641,644千円 

※６．配当制限  

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価 

を付したことにより増加した純資産額は2,048千円で

あります。 

※６．配当制限  

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価 

を付したことにより増加した純資産額は1,342千円で

あります。 

前事業年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日） 

※１．販売費及び一般管理費    326,497千円 

 販売費に属する費用のおおよその割合は24％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は76％

であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費    471,718千円 

 販売費に属する費用のおおよその割合は13％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は87％

であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 支払手数料 63,710千円 

 交際費  15,681  

 役員報酬 63,117  

 給料賃金 44,022  

 賞与引当金繰入額 422  

 退職給付費用 6,998  

 減価償却費 4,522  

 賃借料 17,827  

 役員退職慰労引当金繰入額 2,978  

 貸倒引当金繰入額 7,185  

 支払手数料 151,415千円 

 交際費  19,384  

 役員報酬 72,780  

 給料賃金 53,255  

 賞与引当金繰入額 1,254  

 退職給付費用 5,718  

 減価償却費 1,817  

 賃借料 20,109  

 役員退職慰労引当金繰入額 6,065  

 旅費交通費 22,339  

※２．研究開発費 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、603千円であります。 

※２．研究開発費 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,907千円であります。 

 



前事業年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日） 

※３．減損損失 

        ────── 

※３．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社は、当期より減損会計を適用することとし、減

損の兆候の有無について検討した結果、当社の電気事

業は継続して営業キャッシュフローがマイナスである

ため、上記の通り、本社及び小山工場を含む資産グル

ープに関して、回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（66,263千円）として特別損失に計上しま

した。その内訳は、建物附属設備32,827千円、機械及

び装置10,437千円、車両運搬具211千円、工具器具備

品22,066千円及び電話加入権720千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却

価額（処分見込み価額から処分費用見込み額を控除し

た額）により測定しております。 

 場所 用途  種類  

 本社 

（東京都港区） 

統括及び販売業務

施設 

建物附属設備、車

両運搬具、工具器

具備品及び電話加

入権 

 小山 

（栃木県小山市） 

産業用照明器具及

び電気工事材製造

設備 

建物附属設備、機

械及び装置、車両

運搬具、工具器具

備品及び電話加入

権 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

 前事業年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月1日 
至 平成18年3月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 (平成17年3月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 265,988千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 ― 千円 

現金及び現金同等物 265,988千円 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 (平成17年3月31日現在） 

現金及び預金勘定 357,119千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 ― 千円 

現金及び現金同等物 357,119千円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

  ・新株予約権の行使 

新株予約権の行使による資本金増加

額 60,000千円 

新株予約権の行使による資本準備金

増加額 60,000千円 

  120,000千円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

  ・新株予約権の行使 

  ・新株予約権付社債の転換 

新株予約権の行使による資本金増加

額 16,477千円 

新株予約権の行使による資本準備金

増加額 16,477千円 

  32,954千円 

新株予約権付社債の転換による資本

金増加額 499,999千円 

新株予約権付社債の転換による資本

準備金増加額 500,000千円 

現金及び現金同等物 999,999千円 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券 

        該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係） 

 前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 種類 

前事業年度（平成17年３月31日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 4,353 7,807 3,454 

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 4,353 7,807 3,454 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 4,353 7,807 3,454 

 
前事業年度（平成17年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 ― 

(2）その他有価証券  

非上場株式 300 

非上場新株予約権証券 ― 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

(1）当社の退職給付制度 

 当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度（入社10年以上の従業員を対

象）及び退職一時金制度（入社３年以上10年未満の従業員を対象）を設けております。 

(2）制度の補足説明 

① 厚生年金基金制度 

 （注） 総合設立型の基金であります。 

② 適格退職年金制度 

 （注） 単独契約 

③ 退職一時金制度 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 当社は従業員300名未満のため簡便法（期末自己都合要支給額そのものを退職給付債務とする）を適用してお

ります。 

３．退職給付費用の内訳 

（前事業年度） 

 （注）当社の加入する厚生年金基金制度は総合設立であって、自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算すること

ができないため、当該年金基金への要拠出額（2,884千円）を退職給付費用として勤務費用に含めております。 

    なお、同基金に積立られている年金資産の額は124,419千円であります。 

 （当事業年度） 

 （注）当社の加入する厚生年金基金制度は総合設立であって、自社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算すること

ができないため、当該年金基金への要拠出額（2,938千円）を退職給付費用として勤務費用に含めております。 

なお、同基金に積立られている年金資産の額は171,428千円であります。 

     前事業年度    当事業年度   

 加入団体名    設定時期   設定時期  

東京都電設工業厚生年金基金   昭和42年11月   昭和42年11月 

ＡＩＧスター生命保険㈱  平成９年２月１日  平成９年２月１日 

当社    会社設立時     会社設立時 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度  

 （平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） △47,248 △49,823 

(2）年金資産（千円） 10,703 22,748 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △36,545 △27,075 

(4）退職給付引当金（千円） △36,545 △27,075 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度  
（自 平成17年４月１日  
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 9,512 8,331 

勤務費用等（千円） 9,512 8,331 



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

（持分法損益等） 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 
前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
 

当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

繰延税金資産      

未収入金貸倒損失否認 859,781千円  859,781千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 88,000  88,300 

投資有価証券評価損否認 184,798  184,798 

長期貸付金貸倒損失否認 5,357  5,357 

長期滞留債権貸倒損失否認 298,765  298,765 

破産債権・更生債権等貸倒損失否認 1,227  1,227 

長期差入保証金貸倒損失否認 4,680  4,680 

賞与引当金 286  773 

未払法定福利費 39  ― 

退職給付引当金 14,734  11,019 

役員退職慰労引当金 13,633  16,102 

減損損失 ―  24,077 

繰越欠損金 2,561,024  2,584,717 

 繰延税金資産小計 4,032,331  4,079,602 

繰延税金資産評価引当金 △4,032,331  △4,079,602 

繰延税金資産合計 ―  ― 

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 1,406  921 

 繰延税金負債合計 1,406  921 

前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
 

当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

  当期純損失を計上しておりますので記載を省略

しております。 

  当期純損失を計上しておりますので記載を省略

しております。  

      

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ―千円

関連会社に対する投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ―千円



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当り純資産額 2円12銭 

１株当り当期純損失 1円43銭 

１株当り純資産額  9円08銭 

１株当り当期純損失  1円97銭 

  なお、潜在株式調整後１株当り当期純利益について

は、新株予約権等の残高はありますが当期純損失が計上

されているため記載をしておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当り当期純利益について

は、新株予約権等の残高はありますが当期純損失が計上

されているため記載をしておりません。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純損失（千円） 250,554 389,666 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 250,554 389,666 

期中平均株式数（千株） 175,368 197,948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第

280条ノ21の規定に基づく新株予

約権（ストックオプション）。新

株予約権の数14,822個。 

  

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第

280条ノ21の規定に基づく新株予約

権（ストックオプション）1種類

（新株予約権の数14,822個）及び

旧商法第280条ノ20の規定に基づく

新株予約権2種類（新株予約権の数

35.2282個）。 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日  
至 平成17年３月31日）  

当事業年度 
（自 平成17年４月１日  
至 平成18年３月31日）  

 ―――――――――  平成18年3月30日開催当社取締役会の決議に基づき、平成

18年4月17日に森電機株式会社2007年4月満期新株予約権の

発行を行いました。 

 その詳細については、連結財務諸表における「重要な後

発事象」に記載の通りであります。   

    



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

      【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 

 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 

アドアーズ㈱ 

星和電機㈱ 

㈱タイワデンキ 

牧電気商事㈱ 

その他（5銘柄） 

0.3 

1.17 

22,975 

13,000 

200 

4,000 

20,359 

390 

2,106 

5,514 

7,553 

100 

200 

0 

小計 60,535.47 15,863 

計 60,535.47 15,863 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

その他の関係

会社有価証券 

 その他

有価証券 

 （匿名組合出資）     

 サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人 － 2,000,000 

小計 － 2,000,000 

計 － 2,000,000 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

    ２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。 

        工具器具及び備品の購入  小山工場 4,171千円、本社4,016千円 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物 105,516 571 32,827 73,260 71,063 86 2,197 

      (32,827)         

機械及び装置 128,447 ― 10,437 118,010 118,010 ― ― 

      (10,437)         

車両運搬具 21,327 ― 211 21,116 17,151 1,730 3,964 

      (211)         

工具器具及び備品 196,137 8,187 22,066 182,258 182,258 ― ― 

      (22,066)         

土地 20,858 ― ― 20,858 ― ― 20,858 

有形固定資産計 472,287 8,758 65,542 415,503 388,483 1,817 27,020 

      (65,542)         

無形固定資産        

借地権 660 ― ― 660 ― ― 660 

電話加入権 2,256 ― 720 1,535 ― ― 1,535 

      (720)         

無形固定資産計 2,916 ― 720 2,195 ― ― 2,195 

      (720)         

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ― 

繰延資産        

－ ― ― ― ― ― ― ― 

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ― 



【資本金等明細表】 

 （注）１．資本金及び資本準備金の増加の原因は、新株予約権の行使及び転換社債型新株引受権付社債の株式転換によ

るものであります。 

２．当期末における自己株式は64,340株であります。 

【引当金明細表】 

（注） ※１．貸倒引当金の当期減少額のうち、「その他」の内容は、一般債権に対する引当額の洗替によるものが  

6,956千円、回収不能見込額の一部回収額等が20千円であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 442,723 1,176,477 － 1,619,200 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）１，２ （株） (195,064,111) (66,570,716) － (261,634,827)

普通株式（注）１ （千円） 442,723 1,176,477 － 1,619,200 

計 （株） (195,064,111) (66,570,716) － (261,634,827)

計 （千円） 442,723 1,176,477 － 1,619,200 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 

（注）１ 
（千円） 220,375 1,176,477 － 1,396,852 

計 （千円） 220,375 1,176,477 － 1,396,852 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （千円） － － － － 

（任意積立金） （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注）1 224,168 － － 6,976 217,192 

賞与引当金 703 1,900 703 － 1,900 

役員退職慰労引当金 33,498 6,065 － － 39,563 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 745 

預金  

当座預金 18,762 

普通預金 337,611 

小計 356,374 

合計 357,119 

相手先 金額（千円） 

㈱タイワデンキ 30,858 

牧電気商事㈱ 13,766 

ミツワ電機㈱ 5,700 

㈱カナヘ商会 4,911 

モディックコントロールズ㈱ 4,856 

その他 27,382 

合計 87,476 

期日別 金額（千円） 

平成18年４月 21,498 

５月 21,871 

６月 20,245 

７月 21,621 

８月 2,239 

合計 87,476 



ハ．売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

ニ．商品 

ホ．製品 

へ．材料 

相手先 金額（千円） 

㈱寿一会 10,655 

㈱タイワデンキ 8,996 

三菱重工業㈱ 8,928 

 ＡＮＡエアロサプライシステム㈱ 7,095 

牧電気商事㈱ 7,068 

その他 76,292 

合計 119,037 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

116,701 661,293 658,956 119,037 84.7 65.1 

品目 金額（千円） 

産業用照明器具群 257 

制御機器群 6,864 

合計 7,121 

品目 金額（千円） 

産業用照明器具群 16,225 

電気工事材群 2,227 

制御機器群 185 

合計 18,638 

品目 金額（千円） 

産業用照明器具群 48,794 

電気工事材群 3,343 

制御機器群 4,639 

合計 56,778 



ト．仕掛品 

チ．貯蔵品 

② 固定資産 

イ．長期滞留債権 

③ 流動負債 

イ．支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

品目 金額（千円） 

産業用照明器具群 16,962 

電気工事材群 120 

制御機器群  257 

合計 17,339 

区分 金額（千円） 

カタログ 1,270 

事務用品費他 259 

合計 1,529 

相手先 金額（千円） 

パワーボード社 198,000 

その他  1,739 

合計 199,739 

相手先 金額（千円） 

㈱エスシーエス 17,770 

㈱MP技研 6,230 

㈲ヒロカワ総研 5,393 

吉田工業㈱ 5,387 

㈱陽光電機 5,290 

その他 59,851 

合計 99,923 

期日別 金額（千円） 

平成18年４月 24,894 

５月 25,371 

６月 25,412 

７月 24,061 

８月 183 

合計 99,923 



ロ．買掛金 

相手先別内訳 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

伊東電機㈱ 17,693 

㈱エスシーエス 6,581 

㈲松栄 4,229 

坂本製作所 3,344 

㈲金森軽合金 3,273 

その他 36,150 

合計 71,274 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 

１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券、

100株未満の株式については、その株式数を表示した株券。ただし、1,000

株に満たない株式の数を表示した株券は法令により発行が認められる場合

を除き発行しておりません。 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 
不所持株券の発行、喪失による再発行、汚損または毀損による再発行によ

り株券交付する場合、新株券１枚につき250円 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 
東京証券取引所の定める１単元株式当りの売買委託手数料を当該買取った

単元未満株式数で按分した額 

公告掲載方法 

電子公告の方法により行います。 

但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、東

京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。 

公告掲載ＵＲＬ（http://www.moridenki-mfg.com） 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第96期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 

 （第97期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月19日関東財務局長に提出 

(3）臨時報告書（新株予約権証券の発行） 

 平成17年12月20日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号に基づく臨時報告

書であります。 

(4）臨時報告書（ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行） 

 平成17年12月20日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第２項第２号に基づく臨時報告

書であります。 

(5）有価証券届出書（2007年３月満期新株予約権証券の発行）及びその添付書類 

 平成18年３月７日関東財務局長に提出 

(6）臨時報告書（2007年４月満期新株予約権証券の発行） 

  平成18年３月30日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号に基づく臨時報告

書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月29日

森電機株式会社    

 取締役会 御中  

 明誠監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武田 剛  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田之倉 敦司  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機株

式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森電

機株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。 

  

 追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は個別財務諸表においては、毎期継続的に多額の営業損失を計上し

ていることから、継続企業に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

る。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してい

ない。 

 重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成18年4月17日に新株予約権の発行を行った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                 以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月29日

森電機株式会社    

 取締役会 御中  

 東京国際監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 太田 眞晴  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 筧 悦生   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機

株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第96期事業年度財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もりの評価も含め全体として

の財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森電機株

式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失が継続的に発生しており、また、当事業年度の営業キャ

ッシュ・フローはマイナスであることから、継続企業に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等

は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映していない。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                 以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月29日

森電機株式会社    

 取締役会 御中  

 明誠監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武田 剛  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田之倉 敦司  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機株

式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森電機株

式会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失が継続的に発生しており、また、当会計期間の営業キャ

ッシュ・フローはマイナスであることから、継続企業に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等

は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映していない。 

 重要な後発事象に記載されている通り、会社は平成18年4月17日に新株予約権の発行を行った。 

 会計方針の変更に記載されている通り、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                 以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の推移
	(4）所有者別状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(7）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	(1）定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況
	①前決議期間における自己株式の取得等の状況
	②当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況

	(2）資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況
	①前決議期間における自己株式の買受け等の状況
	②当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等


	３配当政策
	４株価の推移
	(1）最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2）最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結剰余金計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2）その他

	２財務諸表等
	(1）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③キャッシュ・フロー計算書
	④損失処理計算書
	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	その他
	有形固定資産等明細表
	資本金等明細表
	引当金明細表

	(2）主な資産及び負債の内容
	(3）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/76
	pageform2: 2/76
	form1: EDINET提出書類  2006/06/29 提出
	form2: 森電機株式会社(359019)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/76
	pageform4: 4/76
	pageform5: 5/76
	pageform6: 6/76
	pageform7: 7/76
	pageform8: 8/76
	pageform9: 9/76
	pageform10: 10/76
	pageform11: 11/76
	pageform12: 12/76
	pageform13: 13/76
	pageform14: 14/76
	pageform15: 15/76
	pageform16: 16/76
	pageform17: 17/76
	pageform18: 18/76
	pageform19: 19/76
	pageform20: 20/76
	pageform21: 21/76
	pageform22: 22/76
	pageform23: 23/76
	pageform24: 24/76
	pageform25: 25/76
	pageform26: 26/76
	pageform27: 27/76
	pageform28: 28/76
	pageform29: 29/76
	pageform30: 30/76
	pageform31: 31/76
	pageform32: 32/76
	pageform33: 33/76
	pageform34: 34/76
	pageform35: 35/76
	pageform36: 36/76
	pageform37: 37/76
	pageform38: 38/76
	pageform39: 39/76
	pageform40: 40/76
	pageform41: 41/76
	pageform42: 42/76
	pageform43: 43/76
	pageform44: 44/76
	pageform45: 45/76
	pageform46: 46/76
	pageform47: 47/76
	pageform48: 48/76
	pageform49: 49/76
	pageform50: 50/76
	pageform51: 51/76
	pageform52: 52/76
	pageform53: 53/76
	pageform54: 54/76
	pageform55: 55/76
	pageform56: 56/76
	pageform57: 57/76
	pageform58: 58/76
	pageform59: 59/76
	pageform60: 60/76
	pageform61: 61/76
	pageform62: 62/76
	pageform63: 63/76
	pageform64: 64/76
	pageform65: 65/76
	pageform66: 66/76
	pageform67: 67/76
	pageform68: 68/76
	pageform69: 69/76
	pageform70: 70/76
	pageform71: 71/76
	pageform72: 72/76
	pageform73: 73/76
	pageform74: 74/76
	pageform75: 75/76
	pageform76: 76/76


